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廃止措置計画の認可の基準

① 廃止措置計画に係る発電用原子炉の炉心から使用済燃料
が取り出されていること

② 核燃料物質の管理及び譲渡が適切なものであること

③ 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の管理、
処理及び廃棄が適切なものであること

④ 廃止措置の実施が核燃料物質若しくは核燃料物質によって
汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上適切な
ものであること
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審査のポイント

原子力規制委員会原子力規制庁は、以下の事項等を確認した
ことから、廃止措置計画の認可の基準に適合するものと判断
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出所：第３回実用発電用原子炉施設の廃止措置計画に係る審査会合「資料２－１」

３－１ （１－１）解体対象となる施設

１・２号発電用原子炉及びその附属施設（３号炉及び４号炉との共用施設並びに放射性
物質による汚染のないことが確認された地下建屋、地下構造物及び建屋基礎を除く全
て）
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廃止措置期間：２０４８年度まで
廃止措置の段階：以下の４段階
➀解体準備期間、②原子炉周辺設備解体撤去期間、
③原子炉領域解体撤去期間、④建屋等解体撤去期間

出所：関西電力株式会社のＨＰから引用

３－１ （１－２）解体の方法
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３－１（１－２）解体の方法

出所：第３回実用発電用原子炉施設の廃止措置計画に係る審査会合「資料２－１」
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今回の申請は、

第１段階に行う具体的事項について申請がなされたもの。

第２段階以降の具体的事項については、第１段階に行う残存
放射能の調査結果等を踏まえて計画を作成し、第２段階に入る
前に変更認可を受けるとしている。

３－１（１－２）解体の方法
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以下、１号炉の廃止措置について記載（２号炉も概ね同じ内容）

＜３号炉及び４号炉との関係＞

１号炉の廃止措置の実施に当たっては、３号炉及び４号炉の
運転に必要な施設の機能に影響を及ぼさないことを確認した上
で工事を実施するとしていることを確認した。

また、現在、１号炉及び２号炉原子炉補助建屋内に設定されて
いる３号炉及び４号炉の緊急時対策所については、新たな場所
に移設するとしており、その運用が開始されるまでは、その機能
に影響を及ぼさないよう、解体しないとしていることを確認した。

３－１ （１－２）解体の方法
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新燃料：１号炉及び２号炉共用原子炉補助建屋内の新燃料貯蔵
設備に全７６体を貯蔵していること

使用済燃料：合計８５７体を、１号炉及び２号炉共用、３号炉、
４号炉原子炉補助建屋内の使用済燃料貯蔵設備に、それ
ぞれ３２３体、２５７体、２７７体を貯蔵していること

新燃料は、３号炉又は４号炉に譲り渡すとしていること。
使用済燃料は、原子炉設置許可を受けた「使用済燃料の処分の方法」
に従い、廃止措置が終了するまでに再処理事業者又は３号炉若しくは
４号炉に譲り渡すとしていること。なお、３号炉又は４号炉に譲り渡
す場合は、３号炉又は４号炉において発電を目的として使用するとし
ている

（２号炉）
新燃料：１号炉及び２号炉共用原子炉補助建屋内の新燃料貯蔵設備に

全１４０体を貯蔵していること
使用済燃料：合計７６６体を、１号炉及び２号炉共用、３号炉、４号

炉原子炉補助建屋内の使用済燃料貯蔵設備に、それぞれ３０６
体、２０５体、２５５体を貯蔵していること

３－１（２）核燃料物質の管理及び譲渡し
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③平常時における放出放射性物質に起因する周辺公衆の受
ける実効線量の合計は、１号炉及び２号炉合算で年間約１．５μ
Ｓｖ、１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉合算で年間約３．１μＳｖ
と評価しており、線量目標値指針に規定する線量目標値である
年間５０μＳｖを下回ること

④敷地等境界外における直接線及びスカイシャイン線による被
ばく線量は、１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉運転中の状態か
ら１号炉及び２号炉の原子炉格納容器からの被ばく線量を引
いた状態であり、年間５０μＳｖを下回ること

３－２（３）廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に

関する説明書
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「燃料集合体の落下」は約３．２×１０－５ｍＳｖ、

「放射性気体廃棄物処理施設の破損」は約３．５×１０－３ｍＳｖ
と評価されており、周辺公衆に対し、著しい放射線被ばくのリス
クを与えないこと

３－２（４）廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、
地震、火災等があった場合に発生すると想定される事故
の種類、程度、影響等に関する説明書
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➀使用済燃料ピットの水がすべて喪失した場合における燃
料被覆管表面温度の評価を行った結果、当該温度は約３
７９℃以下であること。この燃料被覆管表面温度におい
ては、原子炉運転中の酸化減肉及び使用済燃料ピットの
水が喪失した後の空気中での酸化減肉を考慮したとして
も、燃料被覆管のクリープ歪は１年後においても約０．
７％であり、クリープ変形による破断は発生せず、使用
済燃料の健全性は保たれるとしていること

②使用済燃料ピット全体の水密度を一様に０．０～１．０
ｇ／ｃｍ３まで変化させた条件で実効増倍率の評価を行っ
た結果、実効増倍率は最大で０．９５８となり、臨界を
防止できるとしていること

３－２（６）廃止措置期間中に機能を維持すべき原子
炉施設等及びその性能等並びにその性能等を維持すべ
き期間に関する説明書


